
千葉市胃エックス線検診読影委員会補助金交付要綱  

 

（趣旨）  

第１条  この要綱は、胃がん検診事業の精度管理及び検診の向上を

図るため、一般社団法人千葉市医師会（以下「市医師会」という。）

が行う胃エックス線検診読影委員会に要する経費に対して、補助

金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。  

（補助金の交付）  

第２条  市長は、予算の範囲内において、千葉市補助金等交付規則

（昭和６０年千葉市第８号。以下「規則」という。）及びこの要

綱に基づき、市医師会が行う胃エックス線検診読影委員会につい

て、市医師会に対して補助金を交付する。  

（補助対象事業及び交付額の算定方法等）  

第３条  補助の対象となる事業及び経費は、別表のとおりとする。 

２  補助金の交付額は、別表第２欄に定める補助対象経費と総事業

費から寄付金その他収入額を控除した額とを比較して少ない方

の額に補助率を乗じ得た額とし、かつ予算の範囲内で算定するも

のとする。ただし、千円未満の端数が生じたときは、これを切り

捨てた額とする。  

（補助金の交付申請）  

第４条  規則第３条の規定により、補助金の交付を申請しようする

ときは、市長が指定する期日までに、千葉市胃エックス線検診読

影委員会補助金交付申請書（様式第１号）を市長に提出しなけれ

ばならない。  

（交付又は不交付の決定通知書）  

第５条  規則第４条第３項又は規則第６条の規定に基づく通知は、

千葉市胃エックス線検診読影委員会補助金交付（不交付）決定通

知書（様式第２号）によるものとする。  

（交付の条件）  

第６条  規則第５条の規定する必要な条件は、次に掲げるとおりと

するものとする。  



（１）補助事業の内容又は遂行計画の変更をする場合には、あらか

じめ市長の承認を受けること。  

（２）補助対象経費の総額の１／６に相当する額以上の経費の配分

を変更する場合には、あらかじめ承認を受けること。  

（３）補助事業を中止し、又は廃止する場合には、あらかじめ市長  

の承認を受けること。  

（４）補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂

行が困難となった場合には、すみやかに市長に報告し、その指示を

受けること。  

（変更等の承認）  

第７条  前条第１号又は第３号の規定により、変更等の承認を受け

ようとするときは、千葉市胃エックス線検診読影委員会補助金変

更（中止・廃止）承認申請書（様式第３号）を、市長に提出しな

ければならない。  

（実績報告）  

第８条  規則第１２条の規定により実績を報告しようとするとき

は、すみやかに、千葉市胃エックス線検診読影委員会補助金実績

報告書（様式第４号）を市長に提出しなければならない。  

（補助額の確定）  

第９条  規則第１３条の規定による通知は、千葉市胃エックス線検

診読影委員会補助金確定通知書（様式第５号）によるものとする。 

（補助金の請求）  

第１０条  規則第１６条第１項の規定により、補助金の請求をしよ

うとするときは、千葉市胃エックス線検診読影委員会補助金交付

請求書（様式第６号）を市長に提出しなければならない。  

２  規則第１６条第２項の規定において準用する同条第１項の規

定により、補助金を請求しようとするときは、千葉市胃エックス

線検診読影委員会補助金一括 (分割 )事前交付請求書（様式第７号）

を、市長に提出しなければならない。  

（決定の取消）  

第１１条  規則第１７条第１項の規定により、補助金の交付決定額



の全部又は一部を取り消すときは、千葉市胃エックス線検診読影

委員会補助金交付決定取消書（様式第８号）によるものとする。 

（返還命令）  

第１２条  規則第１８条第１項又は第２項の規定による返還命令

は、千葉市胃エックス線検診読影委員会補助金返還命令書（様式

第９号）によるものとする。  

（補則）  

第１３条  この要綱が定めるもののほか、必要な事項については、

保健福祉局長が別に定める。  

 

附  則  

１  この要綱は、平成１５年４月１日から施行し、平成１５年度に

係る補助金から適用する。  

２  千葉市胃がん二重読影委員会補助金交付要綱（平成１４年４月

１日施行）は、廃止する。  

３  この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。  

附  則  

この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。  

附  則  

この要綱は、平成３０年４月１日から施行し、平成３０年度の予

算に係る補助金から適用する。  

別  表  

１  区分  ２  補助対象経費  ３  補助率  

(１ )  研修会・講演会

等開催事業  

(２ )  胃がんエックス

線検診の読影に

関する事業  

報償費、旅費、消耗品費、

印刷製本費、通信運搬

費、使用料及び賃借料、

備品（２万円以上で１年

以上使用できるもの）  

１／２  

 


